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柳津町では、町民の健康な生活を支える保健師を募集します。採用試験を以下のとおり実施しますので、受験を希望

される方はお申し込みください。 

今後保健師については、随時募集し応募があった方から採用試験を実施予定です。行政保健師の経験がない方などの

職場見学も歓迎しますので、ぜひご連絡ください。 

 

募集職種 資格免許職（保健師） 

業務内容 

各種健（検）診、特定保健指導、健康教育、予防接種、母子保健、学校保健、介護調査、

介護予防、健康相談等対応、各種委員会の運営など町民の健康増進に関する業務及び関

連する一般事務 

勤務地 柳津町役場 町民課 

勤務条件 

・就業時間 
８：３０～１７：１５（休憩１時間） 

・勤務日 
週５日勤務（週休２日、休日の健診など超過勤務あり） 

・給与等 
経験年数、資格等を考慮して、報酬額を算定します。そのほか、勤務条件に応じて、

通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当などを支給します。 
・休暇等 

年次有給休暇、夏季休暇など各種特別休暇制度あり 

応募資格 

次の要件をすべて満たす方 
（１）昭和４９年４月２日以降に生まれた方 
（２）保健師の資格免許を有する方または、採用までに取得見込みの方 
（３）普通自動車第一種運転免許を有する方または、採用までに取得見込みの方 

募集人数 若干名 

試験内容 

第一次試験：書類選考（書類により受験資格の有無、履歴書等の記載事項を審査します。） 
※一次試験の合否をお知らせする際に、二次試験日程等を調整させていただきます。 
第二次試験：小論文・個別面接（人柄や性格、職務に対する考え方などを審査します。） 

応募書類 
①申込書 ②履歴書 ③保健師資格証書および運転免許証の写し 
※①・②は、町Ｗｅｂサイトに掲載しています。 

応募方法 

上記の応募用紙に記入し、総務課総務係まで簡易書留で郵送してください。 
申込先：〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 

柳津町役場総務課総務係 

採用決定 
書類選考および小論文・面接試験により受験者に合否を通知します。 
面接日時など詳細については、応募者に別途通知します。 

 

問 採用試験のこと：総務課総務係 ℡０２４１－４２－２１１２ 
   職場見学のこと：町民課 ℡０２４１－４２－２１１８ 

広広 報報 やや なな いい づづ

【編集・発行】柳津町役場  みらい創生課みらい創生係 ☎ 0241-42-2447／FAX 0241-42-2505 
       〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 
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町では、町内で新婚生活を送る世帯を応援するため、生活に係る住居費や引越費用の支援を実施しています。

対象となる方はお早めに相談・申請をお願いします。 

 

 ■対 象 者 

令和６年１月１日から令和７年３月３１日までの間に婚姻届を提出し、次の要件を全て満たす夫婦です。 

  １．世帯の所得合計（令和５年分）が５００万円未満であること。 

  ２．夫婦共に婚姻日（婚姻届を提出した日または受理された日をいう。以下同じ。）における年齢が３９歳

以下の世帯であること。 

  ※その他、申請時に住民票が対象となる住居にあり、他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと、 

町税などの滞納がないこと、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがある者がいないこと など。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

■支給金額 

〇夫婦共に２９歳以下の世帯  上限６０万円 

〇３０歳から３９歳以下の世帯 上限３０万円 

 ※いずれも婚姻日時点の年齢になります。 

 

■補助対象費用 

住宅の取得・リフォーム費用、賃貸住宅の契約に基づく敷金、礼金、賃料、引っ越し費用など  

※令和６年４月１日～令和７年３月３１日（補助対象期間）までに支払ったものに限ります。 

 

■申込期限 

令和７年３月３１日まで 

 

■そ の 他 

詳細については右の二次元コードよりご覧ください。 →→→ 

 

問 町民課住民福祉係 ℡０２４１－４２－２１１８ Fax０２４１－４２－３４１９ 

メール juumin-fukushi@town.yanaizu.fukushima.jp 
 
 
 
町内で活動している地域おこし協力隊５名による、活動報告会を開催します。 

協力隊の現在の取り組みや課題など、隊員それぞれのリアルな声をお届けできるいい機会ですので、ぜひお越

しください。 

 

■日 時  令和７年３月２６日（水） １３：３０～１５：３０ 

■会 場  やないづふれあい館 多目的ホール 

■報告者  ５名 ①佐藤 美咲（地域振興課観光商工係）    ②柴  弘和（地域振興課農林振興係） 

③滝沢 知美（みらい創生課みらい創生係）  ④美代 兼孝（地域振興課農林振興係）  

⑤小川 春樹（地域振興課観光商工係） 

■その他  質疑応答の時間も設けますので、この機会にご質問ください。 

 

申申請請ははおお忘忘れれななくく！！  柳柳津津町町結結婚婚新新生生活活支支援援事事業業補補助助金金 

柳柳津津町町地地域域おおここしし協協力力隊隊活活動動報報告告会会をを開開催催ししまますす 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 
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より良いまちづくりのため、町民の皆さまから施策を募集・実施してもらう「私が創る柳津町ミライプロジェ

クト」について、提案事業の採択の有無を決定する審査会を開催します。 
 

■日 時 

 令和７年３月２４日(月)  １４：００（審査結果は３月２６日(水)に、町Ｗｅｂサイトで公表します。） 

 

■会 場 

 やないづふれあい館 多目的ホール 

 

■参加方法 

 事前予約は不要です。会場受付で氏名をご記入のうえ、観覧者席にお座りください。  

  

■提案事業 

NNoo..００１１「「旅旅人人がが教教ええててくくれれたたデディィーーププなな柳柳津津」」をを学学ぶぶワワーーククシショョッッププ開開催催事事業業 

  柳津町の認知度があまり高くない歴史や文化について紐解く講演会を開催することで、歴史資料を整理・

編纂し、町民自ら魅力を発信できる基礎を整えるとともに、新たな切り口での関係人口の創出と再び柳津町

に訪れたくなる仕組みの構築を図る。 

 

NNoo..００２２  レレンンズズ越越ししにに暮暮ららししをを看看てて、、柳柳津津町町ををリリハハビビリリテテーーシショョンンすするる展展示示会会事事業業((仮仮))   

    町民の何気ない日常の写真、人生観や生活の歩み・未来への想いなどのインタビュー記録をまとめた展示

会を開催することで、代々受け継がれてきた暮らしの知恵や文化を記録するとともに次世代へとつなぎ、地

域の誇りとアイデンティティを再確認し未来への希望を育むことを図る。 

  

NNoo..００３３  獅獅子子落落馬馬頭頭観観音音像像継継承承・・活活用用事事業業（（仮仮））       

  琵琶首地区に在る馬頭観音像までの参道を地区住民の手により整備し、将来的にイベントを開催すること

を目標に企画および試行を行うことで、地域の伝統を守り次の世代に受け継いでいくとともに、地区の振興

を図る。 

 

＜提案事業へのコメント大募集！＞ 

提案事業について、「こんなこともやって欲しい」や「こういうのも面白そう」というようなご意見や発表

者への応援コメント、事業への質問などを募集します。 

※コメントは必ずしも事業に反映されるものではありません。   

※いただいたコメントは、担当職員が取りまとめのうえ提案者へ共有します。 

  

■投稿方法 

    コメントは右の二次元コードから投稿してください。  

お電話でも受け付けておりますので、担当者までご連絡ください。  

 

■募集期間 

  審査会までに提案者に届けたいコメントは、令和７年３月２１日(金)までに投稿してください。 

（※それ以外のコメントについては、年間をとおして募集しています。） 

 
 
問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 

 

「「令令和和７７年年度度 私私がが創創るる柳柳津津町町ミミラライイププロロジジェェククトト」」審審査査会会のの開開催催ににつついいてて 

コメントの投稿はコチラ 
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これまで三島町移住体験住宅を拠点として活動しておりました「奥会津在宅医療センター」が、在宅医

療と病院機能の連携強化を目的として、令和７年３月１７日（月）より宮下病院内に移転いたします。 

電話番号は、宮下病院と同じ「０２４１－５２－２３２１」となります。 

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

問 奥会津在宅医療センター ℡０２４１－５２－２３２１ 

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものではなく、あくまで

町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細は、直接お問合せください。

柳柳津津町町内内企企業業等等求求人人情情報報

奥奥会会津津在在宅宅医医療療セセンンタターー移移転転ののおお知知ららせせ

柳柳津津町町内内街街頭頭犯犯罪罪発発生生状状況況（（令令和和７７年年１１月月３３１１日日現現在在）） 


